平成26年松前町告示第44号

松前町高齢者等支え合い事業実施要綱
（目的）
第１条　この告示は、本町に在住する高齢者等ができる限り寝たきりなどの要介護状態に陥ったり、状態が悪化することを予防し、住み慣れた地域及び家庭において自立した生活を確保するために必要な支援を行い、高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
（実施主体）
第２条　この事業の実施主体は、松前町とする。
（事業の委託）
第３条　町長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。
(実施事業及び利用対象者)
第４条　実施事業内容、利用対象者及び利用回数等は、別表１に掲げるとおりとする。
(事業実施の必要性)
第５条　この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)に対する事業実施の必要性については、原則として地域ケア会議において、事前に協議することとする。ただし、独居高齢者福祉ネットワーク事業、認知症相談事業及び家族介護者教室事業はこの限りではない。
(利用の申請)
第６条　前条の地域ケア会議において利用の承認を受けた申請者又は同条ただし書に規定する事業の申請者は、松前町高齢者等支え合い事業利用申請書（様式第１号）を町長に提出するものとする。
２　申請書の提出は、松前町在宅介護支援センター等を経由して行うことができる。

(利用の決定等)
第７条　町長は、前条の規定による利用の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。

２　町長は、前項の規定による利用を決定したときは、松前町高齢者等支え合い事業利用決定通知書（様式第２号）により、却下したときは松前町高齢者等支え合い事業利用却下通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)
第８条　町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を中止又は取り消すことができる。
（１）　別表１に規定する利用対象者でなくなったとき。

（２）　不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
（３）　その他町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第９条　町長は、介護保険の対象サービスの利用料との均衡、公共料金等を考慮して、適切な利用料又は食材料費等の実費を定め、別表２により利用者が負担するものとする。
(その他)
第１０条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この告示の施行の日の前日までに、松前町高齢者等支え合い事業実施要綱（平成１８年４月１日制定）の規定により利用の決定を受けた者については、この告示の相当規定により決定を受けたものとみなす。
附　則
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の松前町高齢者等支え合い事業実
施要綱別表２の規定は、平成29年５月１日から適用する。
別表１（第４条関係）

	事業名
	事業内容
	利用対象者
	利用回数等

	配食サービス事業
	食関連サービスの利用調整。
調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
	おおむね６５歳以上の原則単身世帯、高齢者のみの世帯又は障がい者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者。
	昼食の提供とし、本人家族の状況から利用回数を決定する。


（注）利用対象者、利用回数等は、特に町長が認めたときは、この限りではない。

様式第１号（第６条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

松前町高齢者等支え合い事業利用申請書

　松前町長　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電　話）　　　－　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者との続柄

次のとおり、松前町高齢者等支え合い事業の利用を申請します。

	利用者
	氏名
	
	生年月日
	明･大･昭　　年　　月　　日

　　　　（　　　　）歳

	
	住所
	松前町大字
	性別
	

	緊急連絡先
	氏名
	続柄
	住所
	電話

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	希望事業名
	該当欄

○　印
	希望内容

	配食サービス
	
	希望曜日　  月・火・水・木・金・土・日

	生活支援ヘルパー派遣
	
	希望曜日　  月・火・水・木・金・土・日

	生きがいデイサービス
	
	希望曜日　  月・火・水・木・金・土・日

	自立ショートステイ
	
	

	緊急通報体制整備事業
	
	

	老人福祉電話貸与事業
	
	

	日常生活用具給付事業
	
	

	
	
	

	
	
	

	申請理由

	【個人情報に関する同意】

　私は、本事業を利用するにあたり、世帯の所得調査をされること及び、松前町、松前町在宅介護支援センター、サービス提供事業所相互において、私の保健・福祉サービス及び要介護認定に関する情報を提供されることに同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人氏名　　　　　　　　　　　㊞

	※　以下は記入不要

	民生児童委員の意見

民生児童委員氏名　　　　　　　　　㊞

	適　当

利用を　　　　　と認める。

不適当
	課 長
	補 佐
	係 長
	係

	
	
	
	
	


申請書には、希望事業別に次に揚げる資料（別紙１）を添付すること。

別紙１

申請書に添付する書類

	希望事業名
	添付書類

	配食サービス
	１．介護予防サービス計画書

	生活支援ヘルパー派遣
	１．介護予防サービス計画書

	生きがいデイサービス
	1． 介護予防サービス計画書

2． 同意書

	自立ショートステイ
	１．介護予防サービス計画書

	家族介護用品支給事業
	１．介護予防サービス計画書

	緊急通報体制整備事業
	1． 介護予防サービス計画書

2． 承諾書

	老人福祉電話貸与事業
	1． 介護予防サービス計画書

2． 契約書

	日常生活用具給付事業
	1． 介護予防サービス計画書

2． カタログ等給付品がわかる資料

3． 見積書

4． 設置前の写真

	
	

	
	


様式第２号（第７条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

松前町高齢者等支え合い事業利用決定通知書

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松前町長　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった、松前町高齢者等支え合い事業の利用について、下記のとおり決定しましたので通知します。

	利用対象者
	氏名
	
	住所
	松前町大字

	利用事業名
	利用回数等
	利用者負担金

	
	配食サービス
	
	

	
	生活支援ヘルパー派遣
	
	

	
	生きがいデイサービス
	
	

	
	自立ショートステイ
	
	

	
	家族介護用品支給事業
	
	

	
	緊急通報体制整備事業
	
	

	
	老人福祉電話貸与事業
	
	

	
	日常生活用具給付事業
	
	

	備考
	


様式第３号（第７条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

松前町高齢者等支え合い事業利用却下通知書

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松前町長　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった、松前町高齢者等支え合い事業の利用について、下記のとおり却下しましたので通知します。

	申請者
	氏名
	
	住所
	松前町大字

	希望事業名
	却下の理由

	
	配食サービス
	

	
	生活支援ヘルパー派遣
	

	
	生きがいデイサービス
	

	
	自立ショートステイ
	

	
	家族介護用品支給事業
	

	
	緊急通報体制整備事業
	

	
	老人福祉電話貸与事業
	

	
	日常生活用具給付事業
	

	
	
	

	
	
	

	備考
	


別表２（第９条関係）

	事業名
	利用者負担金等

	配食サービス事業
	１食当たり　４００円

受託者が利用者から徴収する。


松前町高齢者等支え合事業実施要綱　抜粋








